
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受験の流れ 

※第２次選考、特別選考を受験する者のみ 

 

５月１日（金） ～５月２０日（水） 《 電子申請 》 

 

出 願 

福井県電子申請サービスを使って出願 

受験票印刷 

６月下旬 

福井県電子申請サービスよりダウンロード・印刷 

第１次選考 

６月２７日（土） ・２８日（日） 

１日目 一般・教職、教科等専門、実技等※ 

２日目 教科等専門、実技等※   ※実施教科のみ 

７月下旬 

第１次選考結果発表 

返信用封筒により郵送・ホームページにより公開 

第２次選考 

７月３１日（金） 

８月 ３日（月）～７日（金） 

小論文（７月３１日） 

個人面接（上記試験日のうち指定された日） 

第２次選考結果発表 

９月３０日(水)［予定］ 

返信用封筒により郵送・ホームページにより公開 

適性検査(オンライン) 

※特別選考は７月３１日(金)に実施 

Instagram福井県公式アカウント 

ふくいで先生＿魅力的やざ【教職員課】 

https://www.instagram.com/kyousyoku.f 

ふくいの教育、現場の先生

のインタビューなど、 

さまざまな情報を発信して

います。 

フォローをよろしくお願い

します。 

※提出書類は５月２２日(金)消印有効 

実施要項 

 

福井県公立学校 
教員採用選考試験 

令和９年度  

 

福井県教育委員会 

＜問い合わせ先＞ 

福井県教育庁教職員課 任用・給与グループ   

所 在 地：〒910-8580  

福井県福井市大手3丁目17番1号 

電話番号：0776-20-0565（直通）  

電子メール：k-saiyou@pref.fukui.lg.jp 

https://www.instagram.com/kyousyoku.f
mailto:k-saiyou@pref.fukui.lg.jp


- 1 - 

 

令和９年度に福井県公立学校（小学校、中学校、高等学校、特別支援学校）教員を採用するため、福井県  

公立学校教員採用選考試験を次のとおり実施します。 

 目 次  ※目次内の見出しをクリックすると、ページに移動します。 

 

Ⅰ 選考の種類と試験内容の概要    ・・・・・・ 2 

１ 選考の種類 

２ 職種、校種・教科等ごとの採用予定者数 

３ 選考区分ごとの試験内容の概要 

 

Ⅱ 一般選考   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

１ 受験資格 

２ 募集区分と採用予定者数 

３ 併願制度 

４ 加点制度 

（１） 教育職員免許状複数所有による加点 

（２） 司書教諭資格による加点 

（３） 外国語資格による加点 

（４） 情報関連資格による加点 

（５） 日本語指導関連資格による加点 

（６） 調理・栄養系資格による加点 

５ 第１次選考免除制度 

（１） 第１次選考全部免除 

（２） 第１次選考一部免除 

６ 提出書類 

 

 

 

 

 

 

７ 令和 10年度・令和 11年度・令和１２年度 

教員採用選考試験における 

大学院修士課程修了時特別選考を 

受験するための希望申請  ・・・・・・・・・ １５ 

８ 嶺南採用枠を希望する者   ・・・・・・・・・ １７ 

 

Ⅲ チャレンジ第１次選考   ・・・・・・・・・・・・ １８ 

１ 受験資格 

２ 募集区分 

３ 提出書類 

 

Ⅳ 特別選考  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

１ 受験資格 

２ 選考区分と採用予定者数 

３ 提出書類 

 

Ⅴ 受験手続および受付期間   ・・・・・・・・・ ２3 

１ 電子申請の受付期間 

２ 準備物 

３ 出願方法 

４ 書類の提出 

５ 受験票 

 

Ⅵ 選考試験 （試験内容、日程等）  ・・・・・・ 26 

1 一般選考 

２ 特別選考 

３ チャレンジ第１次選考 

Ⅶ 試験日の携行品等   ・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

Ⅷ 選考基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０ 

１ 一般選考 

（１） 第１次選考 

（２） 第２次選考 

２ チャレンジ第１次選考 

Ⅸ 選考結果の発表  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3１ 

Ⅹ 試験問題、解答例、配点の公表  ・・・・・・ 3１ 

Ⅺ その他（Ｑ＆Ａ含む）  ・・・・・・・・・・・・・・・ 3２ 

 

昨年度の試験からの主な変更点 

採用校種・教科等に「高校水産」を追加 → P2参照 

受験資格の要件の項目に「こども性暴力防止法」に関する内容を追加 → P4参照 

加点制度に「日本語指導関連資格」「調理師、管理栄養士資格」を追加 → P7～8参照 

教育エキスパート特別選考（ａ）専門教育分野における受験資格の年齢制限引上げ → P20参照 

教育エキスパート特別選考（ａ）専門教育分野に「中高家庭」「高校水産」を追加 → P20参照 

特別選考「教育エキスパート特別選考」地域連携枠「体操競技」「ウエイトリフティング競技」で募集 → P21参照 

※提出書類の記載内容について確認が必要な場合

は、担当者より連絡をさせていただくことがあり

ます。下記電話番号から着信があった場合は、  

ご対応くださいますようお願いします。 

・0776－20－0565  ・0776－２０－05７６ 

・0776－２０－０５６３ 
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Ⅰ 選考の種類と試験内容の概要  
１ 選考の種類  

選考試験は大きく分けて「一般選考」・「チャレンジ第１次選考」・「特別選考」の３種類あります。 

選考の種類 選考区分 ページ 

一般選考 １ 一般選考 （嶺南採用枠を含む） Ｐ４～ 

チャレンジ 
第１次選考 

２ チャレンジ第１次選考 Ｐ１８ 

特別選考 

３ 盲学校（高等部）保健理療科担当教員特別選考 

Ｐ２０～ 

４ 障がい者特別選考 

５ 令和９年度福井県公立学校教員採用選考試験大学院修士課程修了時特別選考 
（以下「Ｒ９大学院特別選考」と表記） 

６ 教育 
エキスパート 
特別選考 

(a) 専門教育分野 

（中高数学、中高理科、中高家庭※、高校農業、高校工業、 

高校商業、高校水産※）※は令和９年度より新設 

(b) 英語教育分野（中高英語） 

(c) 芸術教育分野（中高音楽、中高美術） 

(d) スポーツ教育分野【従来枠】（中高保体） 

(e) スポーツ教育分野【地域連携枠】（中高保体） 

２ 職種、校種・教科等ごとの採用予定者数 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「地域連携スポーツ教員」について 

● 教育エキスパート特別選考(e)スポーツ教育分野【地域連携枠】で選考を行います。 

 ● 職務、勤務条件、給与については、Ｐ３４をご覧ください。 

（ → 目次に戻る ） 
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３ 選考区分ごとの試験内容の概要 （詳細は P2６～2８で確認してください） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ … 東京会場で実施する校種教科等に限ります。（中高(英・音・美・体・家)、高校書道、養護・栄養教諭以外） 

● … 実技等を実施する教科（中高（英・音・美・体・家）、高校書道）が該当します。 

※ …「障がい者特別選考」、「教育エキスパート特別選考(a)専門教育分野（中高数学、中高理科、中高家庭、     

高校農業、高校工業、高校商業、高校水産）」で受験する場合、「一般選考」の第１次選考と同日程で、当該の

筆記試験の受験が必要です。「教育エキスパート特別選考(a)専門教育分野」の受験者は、「教科等専門」試験

（数学、理科、家庭、農業、工業、水産、商業）を東京会場で受験することも可能です。（試験内容は      

「一般選考」の第１次選考と同内容ですが、筆記試験のみの合否結果は出ませんので、７月３１日（金）に   

実施される試験を受験していただくことになります。） 

＜注意＞ 高校情報については、今年度はチャレンジ第１次選考のみ実施します。詳細はＰ１８を参照してください。 

 

 

 

表中の「Ｒ９大学院特別選考」の「レポート」については、Ｐ２８を参照してください。 

また、「教育エキスパート特別選考(a)専門教育分野」の「実績調書」については、受験票送付時（６月下旬）

に改めて連絡します。 

（ → 目次に戻る ） 
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Ⅱ 一般選考  

１ 受験資格 
次のア～エのすべての要件を満たす者 

ア 学校教育法第９条および地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない者 

イ 令和８年１２月２５日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止

等の措置に関する法律（以下「こども性暴力防止法」という）第２条第８項に規定する特定性犯罪事実該当者

ではない者 

ウ 昭和４２年４月２日以降に生まれた者（令和９年４月１日現在６０歳未満の者） 

エ 受験する職種、校種・教科に相当する教諭、養護教諭、栄養教諭のいずれかの普通免許状を所有する者、また

は令和９年３月３１日までに取得見込みの者 

※「中高一括」は、中学校または高等学校いずれかの普通免許状のみ所有の場合でも受験可能です。 

※「大学院特別選考」を希望する者においては、Ｐ１５ の条件も確認すること 

※「嶺南採用枠」を希望する者においては、Ｐ１７ の条件も確認すること 

※ 採用内定者に対しては、こども性暴力防止法第４条第１項に基づき犯罪事実確認を実施します。  

２ 募集区分と採用予定者数 
下表の太字が、志願時に入力する「受験する校種・教科等」の名称となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「中高一括」の募集区分で合格し採用となった場合、特別支援学校に配置されることがあります。また、「中高英語」で 

合格し採用となった場合、「小学校」を併願していれば、小学校に配置されることもあります。いずれも合格した     

校種・教科等の授業を中心に担当します。 
 

３ 併願制度 
「一般選考」 では、募集のある校種・教科について２つの校種を併願して受験することができます。ただし、   

以下の併願はできません。（下表の○が併願可能。「チャレンジ第１次選考」についても同様に併願可能。） 

【併願できない組合せ例】 ・中高一括の異教科  ・「小学校」と「高等学校（農・工・商・水・情）」 ・「高校書道」と「中学技術」 

・教諭（全校種）と「養護教諭」 ・教諭（全校種）と「栄養教諭」 ・「養護教諭」と「栄養教諭」 

【表】 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

※今年度は「高校情報」はチャレンジ第１次選考のみ実施します。 

（ → 目次に戻る ） 
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４ 加点制度 
「一般選考」で受験する場合に限り、次の（１）～（６）に掲げる資格を有し、条件を満たす者は、申請を行う    

ことで第１次選考・第２次選考のそれぞれで加点します。（複数の加点制度を併用することも可能です。） 

 

（１）教育職員免許状複数所有による加点 

ア 条件と加点点数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●上表のとおり、対象ごとに５点または１０点を加点します。 

●加点は対象ごとに加算し、１５点を上限 とします。 

例１）小学校で受験し、中学校「理科」の普通免許状を所有                → ５点 

例２）小学校で受験し、特別支援学校教諭の普通免許状と中学校「理科」の普通免許状を所有 →１５点 

例３）小学校で受験し、中学校「数学」の普通免許状と中学校「理科」の普通免許状を所有  → ５点 

例４）中高一括（数学）で受験し、特別支援学校教諭の普通免許状と高等学校教諭「情報」の 

普通免許状、小学校教諭の普通免許状を所有                    →１５点 

●免許状の種類（専修免許状、一種免許状、二種免許状）は問いません。 

※ 特別免許状および臨時免許状は加点の対象ではありません。 

●取得見込みによる申請も可能です。 

※ 令和９年３月３１日までに加点対象となった教育職員免許状が取得できなかった場合は、選考結果（採用

内定および第１次選考全部免除の資格）を取り消す場合があります。 

イ 申請方法 

●電子申請の所定の設問で【 有 】を選択してください。 

※ 選択していない場合、該当する免許状を所有または取得見込であっても加点はされません。 

 

（２）司書教諭資格による加点 

ア 条件と加点点数 

●司書教諭資格取得済みの者に５点を加点します。（取得見込みは対象外です。） 

イ 申請方法 

●電子申請の所定の設問で【 有 】を選択してください。 

※ 選択していない場合、資格を所有していても加点はされません。 

（以下は新規で加点申請を行う者のみ） 

●司書教諭講習修了証書の原本を、第１次選考当日の受付で提示 または 第１次選考前日までに教職員課へ  

持参してください。第１次選考全部免除の方は、第２次選考当日（７月３１日（金））の受付で提示 または 第２次

選考前々日（７月29日（水））までに教職員課へ持参してください。 

※ 申請が【 無 】の場合、「加点申請に必要な書類」（Ｐ１４）が同封されていても申請を認めません。 

※ 当日の受付までに提示のない場合、加点はされません。 

（ → 目次に戻る ） 
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（３）外国語資格による加点 

ア 条件と加点点数  

●同一言語で対象資格を複数有する場合は、上位の資格に対するものを１回加点します。 

●異なる言語の資格を有する場合はそれぞれで加点します。（取得見込みは対象外です。） 

〈英語資格〉 ※ＴＯＥＩＣについては公開テストのみ有効とします。 

▲全校種教科の受験者（中高英語を除く）に対する加点    ▲中高英語の受験者に対する加点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈中国語資格〉 

▲全校種教科の受験者（中高国語を除く）に対する加点    ▲中高国語の受験者に対する加点 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

〈ポルトガル語資格〉                 〈スペイン語資格〉 

▲全校種教科の受験者に対する加点             ▲全校種教科の受験者に対する加点 

 

 

 

 

〈ベトナム語資格〉      

▲全校種教科の受験者に対する加点        

 

 
 

イ 申請方法 

●電子申請の所定の設問で【 有 】を選択してください。 

※ 選択していない場合、資格を有していても加点はされません。 

（以下は新規で加点申請を行う者のみ） 

●証明書の原本を、第１次選考当日の受付で提示 または 第１次選考前々日（6 月 25 日（木））までに教職員課へ  

持参してください。第１次選考全部免除の方は、第２次選考当日（７月３１日（金））の受付で提示 または 第２次選考

前々日（７月29日（水））までに教職員課へ持参してください。 

※ 申請が【 無 】の場合、「加点申請に必要な書類」（Ｐ１４）が同封されていても申請を認めません。 

※ 当日の受付までに提示のない場合、加点はされません。 

ウ 各資格の有効期限は次のとおりです。 

ＴＯＥＩＣ 令和６年４月１日以降 出願までに取得したもの 

ＴＯＥＦＬ 令和６年４月１日以降 出願までに取得したもの 

中国語検定 ３級 令和６年４月１日以降 出願までに取得したもの 

中国語検定 ２級以上 令和３年４月１日以降 出願までに取得したもの 

ＨＳＫ 令和６年４月１日以降 出願までに取得したもの 

中国語コミュニケーション能力検定 令和６年４月１日以降 出願までに取得したもの 

上記以外の資格 出願までに取得したもの 

条 件 加 点  条 件 加 点 

TOEIC 785 以上 

１０点 

 TOEIC 945以上 

１５点 TOEFL iBT 72以上  TOEFL iBT 95以上 

英検準1級以上  英検1級 

TOEIC 550以上 

５点 

 TOEIC 785以上 

１０点 TOEFL iBT 42以上  TOEFL iBT 72以上 

英検2級  英検準1級 

条 件 加 点 

中国語検定４級以上 

５点 ＨＳＫ３級以上 

中国語コミュニケーション能力検定３５０以上 

条 件 加 点 

中国語検定２級以上 

１５点 ＨＳＫ５級以上 

中国語コミュニケーション能力検定５５０以上 

中国語検定３級 

１０点 ＨＳＫ４級 

中国語コミュニケーション能力検定４５０以上 

条 件 加 点 

外国語としてのポルトガル語検定（CAPLE）初級以上 

５点 外国人のためのポルトガル語検定試験（Celpe-Bras） 

中級以上 

条 件 加 点 

外国語としてのスペイン語検定（DELE）B1以上 
５点 

スペイン語技能検定（西検）３級以上 

条 件 加 点 

実用ベトナム語技能検定試験（ViLT）５級以上 ５点 

（ → 目次に戻る ） 

（ → 目次に戻る ） 
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（４）情報関連資格による加点 

ア 条件と加点点数    ※今年度は一般選考での「高校情報」の募集はありません。 

対象となる校種・教科等 対象となる資格 加 点 

「小学校」、 

「中高一括（全教科）」、 

「高校（情報以外）」、 

「特別支援学校」 

「養護教諭」、「栄養教諭」 

①Microsoft Office Specialist

（MOS）※１ 

②ITパスポート試験 ※２ 

③基本情報技術者試験 ※２ 

①～③のいずれかの 

資格所有で５点加点 

加点の上限は５点と 

する。 

「中学技術」「高校情報」 

①５点 ②５点 ③１０点 

加点は対象ごとに 

加算し、加点の上限は 

１０点とする。 

※１…「 MOS Associate 」以上の MOSの称号を有する者とする。（Officeのバージョンは不問） 

↑一般レベル（Excel、Word、PowerPoint、Outlook）の4科目のうち3科目を取得 

※２… ②および③においては、いずれも平成２１年度春期以降に 

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する各試験において合格した者とする。 

イ 申請方法 

●電子申請の所定の設問で【 有 】を選択してください。 

※ 選択していない場合、「加点申請に必要な書類」（Ｐ１４）が提出されていても申請を認めません。 

●資格証明書類の原本確認 

①Microsoft Office Specialist(MOS)の対象資格を有する者 

MOS公式サイト( https://www.odyssey-com.co.jp/id/iduser.html )より、「デジタル認定証」を

右記のメールアドレス宛てに送信してください。 【 送付先メールアドレス ： k-saiyou@pref.fukui.lg.jp 】 

②ITパスポート試験および③基本情報技術者試験の資格を有する者 

「情報処理技術者試験合格証書」の原本を、第１次選考当日の受付で提示 または 第１次選考前々日     

（6月25日（木））までに教職員課へ持参してください。 

第１次選考全部免除の者は、第２次選考当日（７月３１日（金））の受付で提示 または 第２次選考前々日    

（７月29日（水））までに教職員課へ持参してください。当日の受付までに提示のない場合、加点はされません。 

 

（５）日本語指導関連資格による加点  

   ア 条件と加点点数 

   ●下記のいずれかの資格で 1回加点します。（上限 10点） 

 

 

 
      

 イ 申請方法 

●電子申請の所定の設問で【 有 】を選択してください。 

※ 選択していない場合、「加点申請に必要な書類」（Ｐ１４）が提出されていても申請を認めません。 

●資格証明書類の原本確認 

①登録日本語教員の対象資格を有する者 

次のAまたはBいずれかの方法で申請してください。 

A：日本語教育機関認定法ポータル（https://www.nihongokyouiku.mext.go.jp/top/information）より、 

「登録日本語教員登録証PDF」を下記のメールアドレス宛てに送信してください。 

【 送付先メールアドレス ： k-saiyou@pref.fukui.lg.jp 】 

B：「登録日本語教員登録証」の原本を、第１次選考当日の受付で提示 または 第１次選考前々日（6月25日（木））

までに教職員課へ持参してください。 

第１次選考全部免除の者は、第２次選考当日（７月３１日（金））の受付で提示 または 第２次選考前々日    

（７月29日（水））までに教職員課へ持参してください。当日の受付までに提示のない場合、加点はされません。 

対象となる校種・教科等 対象となる資格 加 点 

全校種・教科 
①登録日本語教員 １０点 

②日本語教育能力検定 ５点 

https://www.odyssey-com.co.jp/id/iduser.html
mailto:k-saiyou@pref.fukui.lg.jp
https://www.nihongokyouiku.mext.go.jp/top/information
mailto:k-saiyou@pref.fukui.lg.jp
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②日本語教育能力検定の資格を有する者 

「日本語教育能力検定の合格証書」または「日本語教育能力検定合格決定通知」の原本を、第１次選考当日の  

受付で提示 または 第１次選考前々日（6月25日（木））までに教職員課へ持参してください。 

第１次選考全部免除の者は、第２次選考当日（７月３１日（金））の受付で提示 または 第２次選考前々日      

（７月 29 日（水））までに教職員課へ持参してください。当日の受付までに提示のない場合、加点はされません。 

 

（６）調理・栄養系資格による加点 

   ア 条件と加点点数 

    ●下記のいずれかの資格で 1 回加点します。（上限 ５点） 

 

 

イ 申請方法 

 ●電子申請の所定の設問で【 有 】を選択してください。 

※ 選択していない場合、「加点申請に必要な書類」（Ｐ１４）が提出されていても申請を認めません。 

●資格証明書類の原本確認 

「調理師免許状」または「管理栄養士免許状」の原本を、第１次選考当日の受付で提示 または 第１次選考前々日

（6月25日（木））までに教職員課へ持参してください。 

第１次選考全部免除の者は、第２次選考当日（７月３１日（金））の受付で提示 または 第２次選考前々日      

（７月 29 日（水））までに教職員課へ持参してください。当日の受付までに提示のない場合、加点はされません。 

 

 

  

対象となる校種・教科等 対象となる資格 加 点 

中高家庭 
①調理師 ５点 

②管理栄養士 ５点 

（ → 目次に戻る ） 
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５ 第１次選考免除制度 
Ｐ４の「１ 受験資格」の条件をすべて満たす者で、次の（１）ア～エ または（２）オ～コ のいずれかに

該当する者は、第１次選考免除の審査対象となります。 

免除の種類 免除となる試験 免除対象 

（１）第１次選考 

全部免除 

一般・教職 

教科等専門 

ア 他都道府県国公立学校での正規勤務経験者 

イ 昨年度１次合格者（講師等経験者および大学院在学者） 

ウ 昨年度「チャレンジ第１次選考」合格者 

エ 県内国公立学校勤務の講師等経験者（６０月以上経験者） 

（２）第１次選考 

一部免除 
一般・教職 

オ 他都道府県国公立学校での正規勤務経験者 

（勤務歴のない校種・教科等で受験する場合） 

カ 昨年度基準到達者（講師等経験者および大学院在学者） 

キ 昨年度「チャレンジ第１次選考」基準到達者 

ク 国際貢献活動経験者 

ケ 教職大学院２年在学者（教職大学院３年コース３年在学者） 

コ 嶺南地域教育プログラム修了(見込)者（嶺南採用枠希望者） 

※出産および育児等により継続的な受験が困難な場合、事前に得た免除制度の資格を延長できます。（この制度を利用する場合

は受付期間内に必ず教職員課までお問い合わせください。） 

 

（１）第１次選考全部免除  
ア 他都道府県国公立学校での正規勤務経験者 

●次のすべての条件を満たす者 

・他都道府県において、国立大学法人または地方公共団体が設置する学校教育法第１条に規定する学校   

（幼稚園を除く）に正規の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭または養護教諭、     

栄養教諭として出願時に任用中の者 または 退職後３年以内の者（令和６年３月３１日まで現職で勤務して

いた者） 

・講師経験を含め３年以上の勤務経験を有する者 

※講師は常時勤務を要する者に限る。また、休職・休業期間は除く。 

・正規教員として勤務中または勤務歴のある「校種・教科等」で受験する者 

※勤務歴のない校種・教科等で受験する場合は、Ｐ１１の オ の要件によって第１次選考一部免除が適用さ

れ、「一般・教職」の試験は免除されます。 

 

イ 昨年度１次合格者（講師等経験者および大学院在学者） 

●令和８年度教員採用選考試験（令和７年実施）の第１次選考試験に合格した者※で、次のいずれかの条件を  

満たす者 

・県内国公立学校に講師等（下記「講師等の条件①」を満たす者に限る）として勤務する者 

・大学院に在学中の者（講師等の勤務の有無は問わない） 

※第１次選考試験に合格した者には、令和８年度教員採用選考試験（令和７年実施）において、第１次選考

全部免除で受験した者、または、第１次選考一部免除で受験して第１次選考に合格した者を含みます。 

 

★ただし、令和８年度教員採用選考試験（令和７年実施）において、「県内国公立学校勤務の講師等経験者 

（６０月以上経験者）」の全部免除で受験した者は、この「昨年度１次合格者」区分で申し込まずに、昨年と   

同様に「エ 県内国公立学校勤務の講師等経験者（６０月以上経験者）」で、免除の申請を行ってください。 

 

※第１次選考全部免除は、令和８年度教員採用選考試験第１次選考で合格した校種・教科等にのみ適用さ

れます。他の校種・教科等で受験する場合（併願含む）は、第１次選考において希望する「教科等専門」

を受験する必要があります。Ｐ１１の カ の要件によって第１次選考一部免除が適用され、「一般・教職」

の試験は免除されます。 

 

（ → 目次に戻る ） 
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ウ 昨年度「チャレンジ第１次選考」合格者 

●令和８年度教員採用選考試験（令和７年実施）の「チャレンジ第１次選考」に合格した者 ※  で、Ｐ４の 

「１ 受験資格」の条件をすべて満たす者 

※第１次選考全部免除は、令和８年度教員採用選考試験「チャレンジ第１次選考」で合格した校種・教科等に  

のみ適用されます。他の校種・教科等で受験する場合（併願含む）は、今年度実施の「一般選考」の第１次   

選考において、希望する校種・教科等の「教科等専門」を受験する必要があります。ただし、Ｐ１１ キ の  

要件によって第１次選考一部免除が適用され、「一般・教職」の試験は免除されます。 

 

エ 県内国公立学校勤務の講師等経験者（６０月以上経験者） 

●令和８年度に県内国公立学校に勤務する講師等で、下記「講師等の条件②」を満たす者 

 

※第１次選考全部免除は、受験する（併願含む）校種・教科等に適用されます。 

★昨年度実施の試験において、この免除区分で受験した者は、今年度もこの免除区分で申請してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「講師等の条件①」 

・令和８年度教員採用選考試験（令和７年実施）の第１次選考受験後に、福井県内の学校（学校教育法第

１条に規定する学校、ただし幼稚園は除く）において、免除対象となる講師等※１で３か月以上※２（見込

みを含む）の勤務実績を有すること。 

ただし、会計年度任用職員（非常勤講師）の場合は、授業を週５時間以上※３行っていること。 

 

・大学または大学院在籍中（通信教育受講生、科目等履修生等を除く）に、令和８年度教員採用選考試験

（令和７年実施）を受験した者は、卒業または修了後に福井県内の学校（学校教育法第１条に規定する

学校、ただし幼稚園は除く）において、免除対象となる講師等※１で３０日以上（見込みを含む）の勤務

実績を有すること。ただし、会計年度任用職員（非常勤講師）の場合は、授業を週５時間以上行ってい

ること。 

 

※１ 福井県内の市町採用および国立学校の講師等の場合、教員免許状の所有を条件とし、授業をする  
ことを業務として任用された講師等であること。（チームティーチングによる授業も可） 
＊ 一部免除（Ｐ１１ カ）の場合、これに県内私立学校の講師等も含まれます。 

※２ 上記３か月以上の期間計算については、該当月に１日でも勤務日数があれば、１か月と数える。 

※３ 養護教諭、栄養教諭の場合、「授業」の条件は問わない。 

「講師等の条件②」 

・令和８年３月３１日時点で福井県内の学校（学校教育法第１条に規定する学校、ただし幼稚園は除く）に

おいて、免除対象となる講師等※１で、６０月以上※２の勤務実績を有すること。 

ただし、会計年度任用職員（非常勤講師）の場合は、授業を週５時間以上※３行っていること。 

 

※１ 福井県内の市町採用および国立学校の講師等の場合、教員免許状の所有を条件とし、授業をすること
を業務として任用された講師等であること。（チームティーチングによる授業も可） 

※２ 上記６０月以上の期間計算については、該当月に１日でも勤務日数があれば、１か月と数える。 

※３ 養護教諭、栄養教諭の場合、「授業」の条件は問わない。 

（ → 目次に戻る ） 

※３ 

（ → 目次に戻る ） 
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 （２）第１次選考一部免除  
 

オ 他都道府県国公立学校での正規勤務経験者 

●次のすべての条件を満たす者 

・他都道府県において、国立大学法人または地方公共団体が設置する学校教育法第１条に規定する学校   

（幼稚園を除く）に正規の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭または養護教諭、  

栄養教諭として出願時に任用中の者 または 退職後３年以内の者（令和６年３月３１日まで現職で勤務し

ていた者） 

・講師経験を含め３年以上の勤務経験を有する者 

※常時勤務を要するものに限る。休職･休業期間は除く。 

・正規教員として勤務中または勤務していた「校種・教科等」以外で受験する者 

 

カ 昨年度基準到達者（県内私立学校を含む講師等経験者および大学院在学者） 

●令和８年度教員採用選考試験（令和７年実施）において、「一般・教職」が基準点に到達していた者※で、次の

いずれかの条件を満たす者 

・県内の学校（私立学校含む）に講師等 (Ｐ１０「講師等の条件①」を満たす者に限る)として勤務する者 

・大学院に在学中の者（講師等の勤務の有無は問わない） 

 

※「一般・教職」が基準点に達していた者には、令和８年度教員採用選考試験（令和７年実施）に     

おいて、第１次選考一部免除で受験した者を含みます。 

 

キ 昨年度「チャレンジ第１次選考」基準到達者 

●令和８年度教員採用選考試験（令和７年実施）の「チャレンジ第１次選考」において、「一般・教職」が

基準点に到達していた者 

 

ク 国際貢献活動経験者 

●独立行政法人国際協力機構法（平成１４年１２月６日法律第１３６号）の規定に基づく青年海外協力隊員と 

して、令和３年４月１日から令和９年３月３１日までの間に２年以上の派遣実績を有する者（原則として  

教育に関する国際貢献活動を行ってきた者） 

 

ケ 教職大学院２年在学者（教職大学院３年コース３年在学者） 

●直近の試験において免除資格を得た者で、次のすべての条件を満たす者 

・令和７年度教員採用選考試験（令和６年実施）を受験し（教職大学院３年コースにおいては令和６年度   

教員採用選考試験（令和５年実施）も含む）、第１次選考合格者および第１次選考不合格者の中で    

「一般・教職」が基準点に達していた者 

・受験時に、学校教育法設置基準に基づき設置された教職大学院２年在学者（教職大学院３年コースにおいて

は３年在学者）である者 

・専修免許状を令和９年３月３１日までに取得見込の者 

 ※令和９年３月３１日までに取得できなかった場合、選考結果（採用内定および第１次選考全部免除の  

資格）を取り消す場合があります。 

 

コ 嶺南地域教育プログラム修了(見込)者（嶺南採用枠希望者） 

●【嶺南採用枠】を希望する者で、福井大学嶺南地域教育プログラム修了（見込）者 

 

 

 

（ → 目次に戻る ） 

（ → 目次に戻る ） 
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６ 提出書類 （提出方法は P2５ へ） 

（１）共通のもの 

①令和９年度福井県公立学校教員採用選考試験志願書（Ａ４両面カラー印刷） 

電子申請完了後、志願書データ（ＰＤＦ）をダウンロードして、印刷したものを提出 

してください。 

②返信用封筒 ２枚（第1次選考結果用と第２次選考結果用） 

長形３号（12cm×23.5cm）糊付きワンタッチシールのもの（両面テープの貼り付けも可） 

封筒それぞれに、住所、氏名「様」を記入し、１１０円切手を貼ってください。 

 

（２）必要に応じて提出するもの（上記（１）の ①、② に加えて提出するもの） 

ア 各種免除の申請に必要な書類（提出方法は  P2５へ） 

 ●下表にある希望する免除に該当する書類を提出する。 

＜注意事項＞ 

・各種調書については、福井県教育庁教職員課ホームページからダウンロードすることができます。（教職員課

ホームページ：https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/gakushin/jouhou.html） 

・発行された各種証明書は、各自でコピーをとって保管しておいてください。 

・現在の氏名が、該当の各種免許状や各種証明書の記載と異なる場合、氏名の変更が明記された戸籍抄本の写し

を同封してください。 

 

 

 対象 提出書類(●)および 注意事項(★)  

第 
１
次
選
考
全
部
免
除 

ア 他都道府県国公立学校 
での正規勤務経験者 

●「③ 第１次選考免除調書Ａ」（データ） 

● 各都道府県･政令指定都市等が発行する｢在職証明書※｣原本(郵送) 

※免除要件である３年以上の勤務歴が証明できるもの 

★正規教員として勤務中、または勤務していた校種・教科等での受験と

なります。 

イ 昨年度１次合格者 
（講師等経験者および 
大学院在学者） 

【講師等経験者】 

●「④ 第１次選考免除調書Ｂ」（データ） 

★県採用の講師等以外（県内市町採用および国立学校の講師等）の   

勤務歴を用いて申請する場合は、各機関が発行する「在職証明書※」

の原本を提出してください。※免除要件である３か月以上の勤務歴が

証明できるもの 

（県採用の講師等の勤務期間を示す「在職証明書」の提出は不要） 

★免除調書の Excel データに過去の任用期間等を入力して、対象となる

職種等で、３か月以上の勤務歴があることを確認したうえで出願して

ください。 

★令和８年度教員採用選考試験第１次選考で合格した校種・教科等での

受験となります。昨年度の通知文書の内容を確認してください。 

【大学院在学者】 

●「⑤ 第１次選考免除調書Ｃ」（データ） 

● 大学院の「在学証明書」原本（郵送） 

★令和８年度教員採用選考試験第１次選考で合格した校種・教科等での

受験となります。昨年度の通知文書の内容を確認してください。 

ウ 昨年度「チャレンジ 
第１次選考」合格者 

（提出書類なし） 

★電子申請の該当設問で昨年の「受験番号」を入力してください。 

（ → 目次に戻る ） 

（データ）：電子メールで提出   （郵送）：紙文書を郵送で提出 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/gakushin/jouhou.html
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エ 県内国公立学校勤務の 
講師等経験者 
（６０月以上経験者） 

●「④ 第１次選考免除調書Ｂ」（データ） 

★免除調書の Excel データに過去の任用期間等を入力して、対象となる

職種等で、６０月以上の勤務歴があることを確認したうえで出願して

ください。（辞令の写しは提出不要） 

★昨年度実施の教員採用選考試験で、同免除を利用して受験した場合は、

「免除調書Ｂ」の提出は不要です。ただし、電子申請の該当設問で、

昨年の「受験番号」を入力してください。 

第 
１
次
選
考
一
部
免
除 

オ 他都道府県国公立学校 

での正規勤務経験者 

（勤務歴のない校種・教科等で

受験する場合） 

●「③ 第１次選考免除調書Ａ」（データ） 

● 各都道府県･政令指定都市等が発行する｢在職証明書※｣原本(郵送) 

※免除要件である３年以上の勤務歴が証明できるもの 

★正規教員としての勤務歴のない校種・教科等で受験する場合は、 

この免除区分での受験となります。 

カ 昨年度基準到達者 

（講師等経験者および 

大学院在学者） 

【講師等経験者】 

●「④ 第１次選考免除調書Ｂ」（データ） 

★県採用の講師等以外（県内市町採用および国立学校の講師等）の   

勤務歴を用いて申請する場合は、各機関が発行する「在職証明書※」

の原本を提出してください。※免除要件である３か月以上の勤務歴が

証明できるもの 

（県採用の講師等の勤務期間を示す「在職証明書」の提出は不要） 

★免除調書の Excel データに過去の任用期間等を入力して、対象となる

職種等で、３か月以上の勤務歴があることを確認したうえで出願して

ください。 

★令和８年度教員採用選考試験第１次選考で合格した校種・教科等以外

で受験する(併願含む)場合、この免除区分での受験となります。 

【大学院在学者】 

●「⑤ 第１次選考免除調書Ｃ」（データ） 

● 大学院の「在学証明書」原本（郵送） 

★令和８年度教員採用選考試験第１次選考で合格した校種・教科等での

受験となります。昨年度の通知文書の内容を確認してください。 

キ 昨年度 

「チャレンジ第１次選考」 

基準到達者 

（提出書類なし） 

★電子申請の該当設問で昨年の「受験番号」を入力してください。 

ク 国際貢献活動経験者 
●「⑥ 第１次選考免除調書Ｄ」（郵送） 

● 独立行政法人国際協力機構が発行する証明書（郵送） 

ケ 教職大学院２年在学者 

（教職大学院３年コース 

３年在学者） 

●「⑦ 第１次選考免除調書Ｅ」（郵送） 

● 教職大学院の「在学証明書」原本（郵送） 

● 直近の受験後に発行した通知文書の写し 

（全部免除または一部免除対象者であることが記載されているもの） 

コ 嶺南地域教育プログラム

修了(見込)者（嶺南採用枠

希望者） 

（提出書類なし） 

★電子申請の該当設問で嶺南採用枠の希望を「有」と回答してください。 

 
（ → 目次に戻る ） 
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イ 加点申請に必要な書類 （提出方法はP2５ へ） 

 ●下表にある希望する加点に該当する書類を郵送にて提出する。（新規申請者のみ） 

 

   ※電子申請の該当設問で加点申請は【 有 】を入力してください。加点申請の有無を【 無 】と選択した場合は、  

書類が提出されていても加点はできませんのでご注意ください。 

 

※昨年度実施の福井県教員採用選考試験で、加点申請を行い、原本確認を完了した資格については、今年度改めて 

書類を提出しなくても結構です。（当日の原本確認も不要です） 

ただし、電子申請の該当設問で加点申請は【 有 】を入力してください。加点申請の有無を【 無 】と選択した   

場合は、加点はできませんのでご注意ください。 

また、昨年度採用選考試験の「受験番号」を入力してください。 

 

   ※昨年度実施の福井県教員採用選考試験を受験していない場合は、以前に書類の原本確認をしていても再度、原本 

確認が必要になります。 

 

＜注意事項＞ 

・現在の氏名が、該当の各種証明書の記載と異なる場合（以前に申請した時から変わった場合も含む）、氏名の

変更が明記された戸籍抄本の写しを同封してください。 

・新たに資格を取得し、その資格で加点申請を行う場合は、各種証明書の写しを提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加点制度 提出書類 

（１）教育職員免許状複数所有による加点  （提出書類なし） 

（２）司書教諭資格による加点 ● 司書教諭講習修了証書の写し(Ａ４サイズ) 

（３）外国語資格による加点 ● 級やスコアのわかる証明書の写し(Ａ４サイズ) 

（４）情報関連資格による加点 

●「情報処理技術者試験合格証書」の写し(Ａ４サイズ) 

または 

● MOS「デジタル認定証」（公式サイトよりメールで送付） 

【 送付先メールアドレス： 

k-saiyou@pref.fukui.lg.jp 】 

（５）日本語指導関連資格による加点 

●登録日本語教員 

「登録日本語教員登録書」の写し(Ａ４サイズ) 

または 

「登録日本語教員登録証PDF」（メールで送付） 

【 送付先メールアドレス： 

k-saiyou@pref.fukui.lg.jp 】  

 

●「日本語教育能力検定」合格書の写し（Ａ４サイズ） 

（６）調理・栄養系資格による加点 ● 資格取得証書の写し(Ａ４サイズ) 

 ※証明書等の写しはすべてA４サイズに拡大または縮小して提出してください。 

（ → 目次に戻る ） 

（ → 加点制度に戻る ） 

mailto:k-saiyou@pref.fukui.lg.jp
mailto:k-saiyou@pref.fukui.lg.jp
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７ 令和１０年度・令和１１年度・令和１２年度福井県公立学校教員採用選考試験における   

大学院修士課程修了時特別選考を受験するための希望申請 

※教職大学院および大学院３年コースの修士課程も大学院修士課程とみなします。以下「大学院」とします。 

 

令和９年度教員採用選考試験（令和８年実施）を受験する大学院修士課程進学希望者および在学者で、大学院修了後

の採用を希望する者が、Ｐ１６の（１）～（３）のいずれかに該当する場合には、「一般選考」出願時に「希望申請」を

行い、選考の結果「特別選考の受験資格」を得た者は、大学院２年生（大学院３年コースにおいては３年生）において

特別選考を受験することができます。また、Ｐ１７の嶺南採用枠と併せて希望することも可能です。 

特別選考では、大学院における履修状況の確認や適性検査、個人面接などを行う予定ですが、必ず当該年度の    

実施要項で確認してください。 

制度の詳細は、次の表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ → 目次に戻る ） 

P1６ の （１） へ 

 

P1６ の （2） へ 

 

P1６ の （3） へ 

 

P16 の （１） へ 

 

P16 の （2） へ 

 

Ｐ１６の（１）～（３）に該当する者で、在学中の大学または大学院のカリキュラム上、令和９年３月３１日までに

受験する職種、校種・教科等に相当する教諭、養護教諭、栄養教諭のいずれかの普通免許状を取得できない場合でも、

出願時に「特別選考希望申請」を行うことで、受験が可能です。受験の流れは、上記の流れと同様です。（受験は可能

ですが、令和９年度に採用されることはありません。） 

 

(例) 大学卒業時点で、教員免許状を取得していない（取得見込みがない）が、進学予定または在学中の大学院修了時

に専修免許状を取得見込みの者 など 
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（１）現大学４年生の受験者で、大学院進学を予定し、大学院修了後の採用を希望する者 

【令和１１〈令和１２〉年度の採用選考試験で特別選考を受験希望】 

ア 特別選考受験条件 

次の（ア）、（イ）の両方に該当していることが必要です。 

（ア）令和９年度教員採用選考試験における採用内定者であって、大学院進学を希望する者 

（イ）令和１１〈令和１２〉年３月３１日までに、採用内定を得た校種･教科等の専修免許状を取得見込みの者 

（令和１１〈令和１２〉年３月３１日までに取得できない場合は採用されません。） 

イ 手続 

（ア）令和９年度教員採用選考試験出願時に、電子申請入力フォームの「令和１０年度・令和１１年度・令和１２年

度大学院修士課程修了時特別選考」の希望有無についての設問で【 有 】を選択するとともに、 

「⑭ 大学院修士課程修了時特別選考の希望申請書」を志願書に同封して提出してください。 

（イ）第２次選考の結果にて「採用内定」となった者は、９月末頃に送付される結果通知に同封されている「採用

希望調書」により、「大学院へ進学せずに採用を希望」または「採用内定を辞退し、特別選考を希望する」

のいずれかを選択することができます。 

★第２次選考の結果発表前に大学院に合格した者で、採用内定を辞退し、２年後〈３年後〉の特別選考を希望

する者は、第２次選考の結果発表後１０日以内に「採用希望調書」（第２次選考結果発表時に送付）で申請

してください。 

※「採用希望調書」の提出期限までに、大学院の合否結果が出ない場合は教職員課までご連絡ください。 

（２）現大学院１年生の受験者で、大学院修了後の採用を希望する者 

【令和１０〈令和１１〉年度の採用選考試験で特別選考を受験希望】 

ア 特別選考受験条件 

次の（ア）、（イ）の両方に該当していることが必要です。 

（ア）令和９年度教員採用選考試験において､｢令和１０〈令和１１〉年度特別選考受験を認める｣旨の通知を受け

た者であって、大学院修了後の採用を希望する者 

（イ）令和１０〈令和１１〉年３月３１日までに、令和９年度教員採用選考試験において大学院特別選考の受験を

認められた校種・教科等の専修免許状を取得見込みの者 

（令和１０〈令和１１〉年３月３１日までに取得できない場合は採用されません。） 

イ 手続 

令和９年度教員採用選考試験出願時に電子申請入力フォームの「令和１０年度・令和１１年度・令和１２年度 

大学院修士課程修了時特別選考」の希望有無についての設問で【 有 】を選択するとともに、「⑭ 大学院修士   

課程修了時特別選考の希望申請書」および「大学院修士課程在学証明書」を志願書に同封して提出してください。 

なお、この手続をした場合には、令和９年度に採用されることはありません。 

（３）現大学院３年コース２年生の受験者で、大学院修了後の採用を希望する者 

【令和１０年度の採用選考試験で特別選考を受験希望】 

ア 特別選考受験条件 

次の（ア）、（イ）の両方に該当していることが必要です。 

（ア）令和９年度教員採用選考試験において､｢令和１０年度特別選考受験を認める｣旨の通知を受けた者であって、

大学院修了後の採用を希望する者 

（イ）令和１０年３月３１日までに、令和９年度教員採用選考試験において、大学院特別選考の受験を認められた

校種・教科等の専修免許状を取得見込みの者 

（令和１０年３月３１日までに取得できない場合は採用されません。） 

イ 手続 

令和９年度教員採用選考試験出願時に電子申請入力フォームの「令和１０年度・令和１１年度・令和１２年度 

大学院修士課程修了時特別選考」の希望有無についての設問で【 有 】を選択するとともに、「⑭ 大学院修士   

課程修了時特別選考の希望申請書」および「大学院修士課程在学証明書」を志願書に同封して提出してください。 

なお、この手続をした場合には、令和９年度に採用されることはありません。 

※〈 〉内は大学院３年コースの場合 

※〈 〉内は大学院３年コースの場合 

（ → 目次に戻る ） 
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８ 嶺南採用枠を希望する者 （嶺南採用枠を希望できるのは第１希望の校種・教科等のみです） 

１ 受験資格 

一般選考の受験資格（Ｐ４）の要件ア～エに加え、次の要件オ～カの両方を満たす者 

   オ 原則、採用から１０年以上、嶺南地域で勤務できる者 

   カ 小学校教諭普通免許状を所有する者または令和９年３月３１日までに取得見込みの者 

    ※中学校を第１希望にする者はカに加えて、受験する教科の中学校教諭普通免許状を所有する者または  

令和９年３月３１日までに取得見込みの者であること 

    ※Ｐ１５の大学院修士課程修了時特別選考を受験するための希望申請と併せて希望することも可能です。 
 

２ 募集区分と採用予定者数    

 

 

 

 

 

３ 試験内容について 

  第１次選考： 一般選考（一般・教職、教科等専門）と同様 

  第２次選考： 一般選考（小論文、面接）に加え、嶺南地域の教育に関する内容を問う面接を別途実施 
 

４ 選考について 

   嶺南採用枠の選考は第１希望の校種・教科等のみに適用されます。第２希望の校種・教科等で嶺南採用枠の希望

はできません。なお、嶺南採用枠で不合格となった場合は第１希望、第２希望ともに一般選考で選考します。 

  例 一般選考（嶺南採用枠希望）、第１希望：中高数学、第２希望：小学校で出願した場合 

① 第１次選考は、嶺南採用枠希望の有無に関係なく選考します。 

② 第２次選考は、嶺南採用枠希望者のみで選考します。（第１希望のみ） 

③ ②で不合格となった場合、一般選考で選考します。（第１希望、第２希望の両方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 中高一括（中学技術を含む）における配置先について 

  中高一括（中学技術を含む）で出願し、嶺南採用枠で採用内定となった場合は、嶺南地域の中学校に配置されます。

嶺南地域の高等学校や特別支援学校に配置されることはありません。嶺南地域の中学校に各教科で配置ができない

場合は、初任校は小学校に配置されます。次の異動の際に異校種を含めて考慮されます。（第２希望に小学校を選択

していない場合を含みます） 

 

６ 免除資格について 

 ・令和８年度教員採用選考試験（令和７年実施）で得た免除資格は、そのまま適用できます。 

 ・嶺南採用枠希望者で、福井大学嶺南地域教育プログラム修了（見込）者は第１次選考の一般・教職の免除申請が   

可能です。 

・チャレンジ第１次選考でも福井大学嶺南地域教育プログラム修了（見込）者は一般・教職の免除申請ができます。

ただし、次年度実施の採用試験の免除資格を得ても次年度の出願において嶺南採用枠を希望しない場合や第１希望

が変更になった場合は、免除資格は失われますのでご注意ください。 

（ → 目次に戻る ） 

中高一括
中高国語
中高音楽

中高社会
中高美術

中高数学
中高保体

中高理科
中高家庭

中高英語

中学校 中学技術

１０名

程度

採用数第１希望を嶺南採用枠で受験できる校種・教科等

小学校

教
諭

<第１次選考>

一般選考
（第１希望）
（第２希望）

嶺南採用枠に
よる選考
（第１希望）

一般選考
（第１希望）

一般選考
（第２希望）

合格 嶺南地域へ配置

合格 － 通常の配置

合格 通常の配置

不合格

不合格

合格
または

全部免除

<第２次選考>

不合格
不合格



- 18 - 

 

＜チャレンジ第１次選考の制度について＞ 

※「チャレンジ第１次選考」は、大学３年時等に１年前倒しして第１次選考の「一般・教職」（一般教養     

および教職専門の試験）と「教科等専門」（受験する校種・教科等の専門試験）を受験できる制度です。 

「チャレンジ第１次選考」の合格者は、翌年度実施の試験の「一般選考」において、第１次選考が免除され、

第２次選考から受験することができます。 

【受験の流れ】（例：大学３年生で受験する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★「一般選考」の第１次選考とは、別に選考を行います。 

Ⅲ チャレンジ第１次選考  
１ 受験資格 

  次のア～エのすべての要件を満たす者 

ア 学校教育法第９条および地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない者 

イ 令和８年１２月２５日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の  

防止等の措置に関する法律（以下「こども性暴力防止法」という）第２条第８項に規定する特定性犯罪    

事実該当者ではない者 

ウ 昭和４３年４月２日以降に生まれた者（令和９年４月１日現在５９歳未満の者） 

エ 受験する職種・校種・教科に相当する教諭、養護教諭、栄養教諭のいずれかの普通免許状を、令和９年     

４月２日から令和１０年３月３１日までに取得見込みの者 

  ※要件イの犯罪事実確認については、チャレンジ第１次選考では行わず、次年度実施の教員採用選考試験に合格し、採用が

内定した際に行います。 

２ 募集区分 （※次年度の教員採用選考試験で募集する校種・教科等と異なる場合があります） 

※今年度受験した校種・教科等が次年度の教員採用選考試験で募集がない場合、受験することはできません。 

ただし、次年度に異なる校種・教科等で受験する場合、第１次選考合格者および第１次選考不合格者の中で 

「一般・教職」が基準点に達していた者は、一部免除で受験することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎「一般選考」と同様に併願が可能です。（併願制度についてはＰ４を確認してください。） 

◎福井大学嶺南地域教育プログラム修了(見込)者で嶺南採用枠の希望者は、今年度実施の試験で一般・教職の 

免除申請が可能です。（免除区分【 サ 嶺南地域教育プログラム修了(見込)者（嶺南採用枠希望者）】を選択  

してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ → 目次に戻る ） 

【大学３年生】（※今年度） 【大学４年生】（※次年度）

一般・教職 教科等専門 免除資格 一般・教職 教科等専門

… 全部免除 免除 免除

一般・教職

基準点○
… 一部免除 免除 受験

一般・教職

基準点×
… 免除なし 受験 受験

＜ 一般選考 ＞

第１次選考 第１次選考

選考結果

受験 受験

合　格

不合格

＜ チャレンジ第１次選考 ＞

加点制度は利用不可



- 19 - 

 

３ 提出書類 （提出方法は P2５  へ） 

（１） 以下の①～②を提出する。 

①令和９年度福井県公立学校教員採用選考試験志願書（Ａ４片面カラー印刷） 

電子申請完了後、志願書データ（ＰＤＦ）をダウンロードして、印刷したものを提出してください。 

②返信用封筒１枚 

長形３号（12cm×23.5cm）糊付きワンタッチシールのもの（両面テープの貼り付けも可） 

封筒に、住所、氏名「様」を記入し、１１０円切手を貼ってください。 

 

  

（ → 目次に戻る ） 
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Ⅳ 特別選考  

１ 受験資格 

●提出された書類等で審査が行われ、「特別選考対象者」となった者が受験できます。 

●次のア～エのすべての要件を満たす者が審査対象となります。ただし、選考区分 ４～６ については、ア～エに 

加えて下表の「その他受験資格」の要件を満たす者が審査対象となります。 

ア 学校教育法第９条および地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない者 

イ 令和８年１２月２５日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止

等の措置に関する法律（以下「こども性暴力防止法」という）第２条第８項に規定する特定性犯罪事実該当者

ではない者 

ウ 昭和４２年４月２日以降に生まれた者（令和９年４月１日現在６０歳未満の者） 

ただし、６ 教育エキスパート特別選考(a)専門教育分野については、昭和４０年４月２日以降に生まれた者

（令和９年４月１日現在６２歳未満の者） 

エ 受験する職種、校種・教科に相当する教諭、養護教諭、栄養教諭のいずれかの普通免許状を所有する者、    

または令和９年３月３１日までに取得見込みの者（ ６ 教育エキスパート特別選考を除く） 

 

選考区分 ４ ～ ６ の受験資格 

選考区分 その他受験資格 

４ 障がい者特別選考 

次に掲げるいずれかの手帳等の交付を受けている者（下記の手帳等は受験申込日

および受験日当日において有効であることが必要です。） 

１ 身体障害者手帳（その障がいの程度が１級から６級までの者） 

２ 都道府県知事の定める医師（以下「指定医」という。）または産業医による  

障がい者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障がいを有する旨の

診断書・意見書 

（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫または肝臓の機能の障がいについては、指定医によるものに限る。） 

３ 都道府県知事または政令指定都市市長が交付する療育手帳 

４ 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健   

指定医または障害者職業センターによる知的障がい者であることの判定書 

５ 精神障害者保健福祉手帳 

５ Ｒ９大学院特別選考 

次に掲げる事項のすべてに該当する者 

１ 令和６年度、令和７年度または令和８年度福井県公立学校教員採用選考試験

（それぞれ令和５年、令和６年、令和７年実施）において、Ｒ９大学院特別

選考受験を認められた者 

２ Ｒ９大学院特別選考受験を認められた校種・教科等の専修免許状を令和９年

３月３１日までに取得見込みの者 

６ 教育エキ 
スパート 
特別選考 

(a)専門教育 
分野 

次に掲げる事項のすべてに該当する者 

１ 民間企業、研究機関等で３年以上の実務経験を有する者、または博士の学位

を有する者（ただし、国・公・私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、義務教育

学校、中等教育学校や塾の勤務経験は除く。） 

２ 教科（数学、理科、家庭、農業、工業、水産、商業）に関する専門的知識や 

技能（資格）を有する者 

  ※ただし、家庭については次の①～②のいずれかに該当する者 

  ① 専門調理師資格を有する者 

  ② 調理師資格を有する者で、調理師として通算５年以上の実務経験を有する者 

(b)英語教育 
分野 

次に掲げる事項の１～２のいずれかに該当する者 

１ 英語を母語とする外国籍を有し、教員の職務を行う上で必要とされる日本語

能力を有する者 

２ ５年以上の英語圏在住経験、もしくは、民間企業、研究機関等における   

３年以上の英語を用いた実務経験を有する英語の堪能な日本人 

※日本国籍を有しない者を採用する場合、「任用の期限を付さない常勤講師」とする。 
 

（ → 目次に戻る ） 
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６ 教育エキ 

スパート 

特別選考 

(c)芸術教育 

分野 

次に掲げる事項のすべてに該当する者 

１ 民間企業、研究機関等で３年以上の芸術活動または指導に従事している者 

２ 芸術の分野（音楽・美術）における高度な専門的知識・経験または技能を   

有する者 

３ 平成２８年４月１日以降に全国レベルのコンクール、展覧会などで優秀な 

実績を収め、それ以降も引き続き活動を続けている者 

(d)スポーツ 

教育分野 

【従来枠】 

次に掲げる事項の１～２を満たし、３または４を満たす者 

１ 民間企業、研究機関等で３年以上の競技経験または指導経験を有する者 

２ 保健体育の分野における高度な専門的知識・経験または技能を有する者 

３ 国民スポーツ大会（国民体育大会）の正式競技および硬式野球において、  

令和３年４月１日以降に次に掲げる①または②の実績を収め、それ以降も引き

続き活動を続けている者 

①国際レベルの大会（オリンピック大会、アジア大会およびこれに準ずる大会）

に日本代表として出場した者 

②全国レベルの大会（日本選手権大会およびこれに準ずる大会）において団体

種目はベスト４以上、個人種目はベスト８以上の成績を収めた者（ただし、

団体種目については正選手として出場した者に限る。また、教職員の全国 

大会や全国大会の２部は除く） 

４ 指導者として上記３の①または②に該当する選手を輩出した者 

(e)スポーツ 

教育分野 

【地域 

 連携枠】 

次に掲げる事項の１～２を満たし、３または４を満たす者 

１ 民間企業、研究機関等で３年以上の競技経験または指導経験を有する者 

２ 保健体育の分野における高度な専門的知識・経験または技能を有する者 

３ 「体操競技」「ウエイトリフティング競技」において、平成２８年４月１日  

以降に次に掲げる①または②の実績を収めた者あるいは平成２８年４月１日

以降にプロ選手として活動していた者 

①オリンピック、アジア競技大会、世界選手権およびこれに準ずる大会、   

あるいは ユニバーシアード競技大会、年齢別世界選手権に日本代表として

出場した者 

②全日本選手権、国民スポーツ大会（国民体育大会）、全日本学生選手権   

（インカレ）において、団体種目は優勝、個人種目は３位以上の成績を   

収めた者（団体種目は正選手として出場した者に限る） 

４ 指導者として、令和３年４月１日以降に上記の３の①または②に該当する 

選手を輩出した者あるいは全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選抜 

大会等において、団体種目は優勝、個人種目は３位以上の成績を収めた選手

を輩出した者 

★ 職務、勤務条件、給与については、Ｐ３４をご覧ください。 

◆ 教育エキスパート特別選考は、教員免許状所有の有無は問いません。 

◆ 免許状を所有していない内定者には、福井県教育委員会が行う特別免許状教育職員検定の  

合格をもって採用時に「特別免許状」を授与します。 

※ 特別免許状制度 … 優れた知識経験等を有する社会人等を教員として迎え入れることに 

より、学校教育の活性化を図る観点から定められた制度。特別免許状は、都道府県教育委員会

が実施する特別免許状教育職員検定に合格した者に授与され、その都道府県においてのみ効力

を有する。（免許申請に必要な費用は自費となります。） 

 

２ 選考区分と採用予定者数 

 

 

 

 

 

 

 

  

（ → 選考試験について ） 
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３ 提出書類 

（１）全ての選考区分に共通のもの 

①令和9年度福井県公立学校教員採用選考試験志願書（Ａ４両面カラー印刷） 

電子申請完了後、志願書データ（ＰＤＦ）をダウンロードして、 

印刷したものを提出してください。 

②返信用封筒 ２枚（通知用と選考結果用） 

長形３号（12cm×23.5cm）糊付きワンタッチシールのもの 

（両面テープの貼り付けも可） 

封筒それぞれに、住所、氏名「様」を記入し、１１０円切手を貼ってください。 

（２）必要に応じて提出するもの（上記（１）の ①、② に加えて提出するもの） 

●下表の選考区分に該当する書類を郵送で提出する。(提出方法は P2５へ) 

＜注意事項＞ 

・各種申請書については、福井県教育庁教職員課ホームページからダウンロードすることができます。 

（教職員課ホームページ：https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/gakushin/jouhou.html） 

・現在の氏名が、該当の各種免許状や各種証明書の記載と異なる場合、氏名の変更が明記された戸籍抄本の写し

を同封してください。 

 

 ３～６の選考区分について 

選考区分 提出書類（●）および注意事項（★） 

３ 盲学校(高等部)保健理療科 

担当教員特別選考 ●「⑧ 盲学校保健理療科担当教員および障がい者特別選考申請書」 

★身体障害者手帳等の写しを貼り付ける。 

★受験における配慮の希望等については、必要に応じて記入する。 
４ 障がい者特別選考 

５ Ｒ９大学院特別選考 

●「⑨ 大学院修士課程修了時特別選考申請書」 

● 選考結果の通知文書の写し 

● 大学院の「成績証明書」 

 

 

 

６ 教育エキスパート特別選考 

 

★ 賞状の写しを提出する際

は、５月２９日（金）１７時

１５分までに、写しを提出

した賞状の原本を教職員課

へ持参してください。（写し

と照合します） 

(a)専門教育 ●「⑩ 専門教育分野申請書」（含 添付書類） 

(b)英語教育 ●「⑪ 英語教育分野申請書」（含 添付書類） 

(c)芸術教育 

●「⑫ 芸術教育分野申請書」（含 添付書類） 

● 実績を証明できるもの 

★Ｐ２１に示された受験資格に掲げる全国レベルの 

コンクール、展覧会などの賞状の写しまたは団体が

発行する成績証明書（開封無効） 

(d)スポーツ教育 

【従来枠】 ●「⑬ スポーツ教育分野申請書」（含 添付書類） 

● 実績を証明できるもの 

★Ｐ２１に示された受験資格に掲げる各大会の成績を

証明する賞状の写しまたは競技団体が発行する成績

証明書（開封無効）または日本代表として出場した 

ことを証明する書類（開封無効） 

(e)スポーツ教育 

【地域連携枠】 

  

（ → 目次に戻る ） 

（ → 目次に戻る ） 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/gakushin/jouhou.html
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Ⅴ 受験手続および受付期間  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 電子申請の受付期間 

令和８年５月１日（金）から５月２０日（水）１９時までに、正常に受信したものに限り受け付けます。 

※内容に不備のある場合、受信できないことがありますので、ご注意ください。 

２ 準備物 （ ※申請前にご確認ください ） 

（１）インターネット環境のあるパソコンまたはタブレット等モバイルデバイス 

＜ソフトウェア環境について＞  ※詳細は [電子申請] ホーム画面でご確認ください。 

基本ソフトウェア

（OS） 

パソコン・・・Microsoft Windows11 

タブレット等モバイルデバイス・・・iOS、Android 

ブラウザ Microsoft Edge、Mozilla Firefox、Google Chrome、Apple Safari 

★使用されるパソコン関連機器や通信回線上の障害によるトラブルについては、 
一切責任を負いませんので、ご了承ください。 

（２）志願書・受験票等を印刷するためのプリンター（Ａ４版がカラー印刷できるもの） 

★ 志願書の下書き用紙（出願申請マニュアルにあります）を印刷し、入力を始める前に内容を書き出しておく

ことをおすすめします。 

（３）本人のメールアドレス（大学や職場等で付与されたメールアドレスは使用しないでください。） 

申請時に入力したメールアドレス宛てに各種連絡を送信します。メールの着信拒否設定をしていると、通知 

メールや受験票が届かない場合があります。「info＠shinsei.e-fukui.lg.jp」からのメール受信が可能な設定に

する、または着信拒否設定を解除するなど、設定を確認してから申請してください。 

（４）添付用の個人写真の画像ファイル 

電子申請の際に添付する個人写真の画像は、志願書や試験当日の本人確認等に使用します。一度登録をすると

変更することができませんので、以下の点をよく読み、よく確認した上で画像をアップロードするようにして 

ください。 

＜個人写真の画像ファイルについて＞ （提出方法は P2５ へ） 

●データのもとになる写真について 

・最近３か月以内に撮影したもの 

・背景は無地で、上半身、脱帽、正面向きのもの  

●画像ファイルについて（送信前に正しく表示できているか必ず確認してください。） 

（必要に応じて、画像編集アプリを使用しサイズ等を調整してください※。） 

・画像ファイルの縦横比が４：３のもの 

・ファイル形式は、jpg、jpegを推奨（png、gifも可） 

・システム上、アップロードできるデータサイズは、１０ＭＢ以内なので、 

画質が高すぎたり、低すぎたりしないか確認すること。 

（推奨サイズ：縦640 ﾋﾟｸｾﾙ、横480 ﾋﾟｸｾﾙ） 

・ファイル名は、「氏名＋生年月日(半角数字8 ｹﾀ)＋個人写真」とする。 

（例：１９９８年１月９日生まれの 福井 太郎 さんの場合 ･･･ 福井太郎19980109個人写真.jpg ） 

受験手続は、原則として「福井県電子申請サービス」（以下「電子申請」と表記します。）による申込み   

のみとします。 

受験手続ログイン画面 ： https://x.gd/1XmDZ 

※福井県教育庁教職員課ホームページ（https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/gakushin/jouhou.html） 

からもアクセス可能です。 

[電子申請]トップページ ： https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect 

（↑内容確認や入力再開など、再度ログインする場合はこちらから） 

★昨年度までに受験された方は、以前の「利用者ＩＤ」と「パスワード」をお使いいただけます。 

お忘れの場合は、再度新規登録をお願いします。（教職員課で回答や再設定はできません。） 

（ → 目次に戻る ） 

※顔や背景等の加工は不可 

「出願申請マニュアル」はこちらから 

https://x.gd/1XmDZ
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/gakushin/jouhou.html
https://shinsei.e-fukui.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect
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３ 出願方法 

※詳しくは、「福井県教育庁 教職員課」ホームページ内の 出願申請マニュアル を参照してください。 

（１）申請受付期間中にすること 

利用者登録 

( 新規・再登録の方 ) 

[利用者登録]をクリック → 必須事項を入力し［登録］→ 返信メールから[確認処理] 

★登録時に設定した【パスワード】とシステムから発行された【利用者ＩＤ】は、   

申請を進める際に必要になります。下のメモ欄に必ず控えておいてください。 

        ▼ 
        ▼ 
        ▼ 
        ▼ 
        ▼ 
        ▼ 

ログイン 
受験手続ログイン画面で、【利用者ＩＤ】【パスワード】を入力し、ログイン 

→【基本情報入力】へ 
 

申請１ 

( 基本情報入力 ) 

「受験票」の必要事項を入力（受験会場、選考区分、校種・教科等、氏名 など） 

→ [個人写真の画像ファイル]を添付する。 

→ 入力内容を確認後、[送信]をクリック 

        ▼ 

メール受信 

「福井県電子申請サービス〈info＠shinsei.e-fukui.lg.jp〉」より、 

「【電子申請】申請受付のお知らせ 」というメールが届く 

→ 返信メール内の【受付番号１】に記載されている９ケタの番号を控える。 

 

 

→ 返信メール内の「【重要】」以下に記載のＵＲＬをクリック 

  ※ ＵＲＬが２つあるので、該当する方へ進んでください。 

設問の内容が異なるので確認の上、進んでください。 

        ▼ 

申請２ 

( 志願書 ) 

 

「令和９年度福井県公立学校教員採用選考 志願書」の入力フォームで、設問に従って  

必要事項を入力 ※途中で一時保存が可能…「出願申請マニュアル」参照 

→ [個人写真の画像ファイル]を添付する。 

→ 入力内容を確認後、[送信]をクリック 

        ▼ 

「志願書」の印刷 
送信完了の画面で、「申請書(志願書)のＰＤＦ」をダウンロードし、保存する。 

→ カラープリンターで印刷する。（ 両面印刷 ）※チャレンジ第１次選考は片面印刷  

メール受信 

「福井県電子申請サービス〈info＠shinsei.e-fukui.lg.jp〉」より、 

「【電子申請】申請受付のお知らせ 」というメールが届く 

→ 返信メール内の【受付番号２】に記載されている９ケタの番号を控える。 

 

 

        ▼ 

書類やデータの 

提出 ( 5/22 〆) 

・①志願書、②返信用封筒、および必要な提出書類を「簡易書留」で郵送 

・データで提出するもの（免除調書等データ）をメールに添付して送付 

【 送付先メールアドレス：k-saiyou@pref.fukui.lg.jp 】 

        ▼         ※その後、提出書類の審査後、「審査完了」のお知らせメールが届く。（詳細は電子申請マニュアルをご確認ください。） 

（２）受付終了後にすること 

メール受信 

（６月下旬） 

「福井県電子申請サービス〈info＠shinsei.e-fukui.lg.jp〉」より、 

「【電子申請】通知書発行のお知らせ」というメールが届く 

→ 返信メール内の【確認ページ】ＵＲＬをクリック 

        ▼ 

「受験票」印刷 

【利用者ＩＤ】【パスワード】を入力し、ログインする 

→【受験票】の[表示]をクリックし、「受験票のＰＤＦ」をダウンロードし、保存する。 

→ 記載内容を確認する。 

※「受験番号」「選考区分」「第１免除」「第２免除」の内容を必ず確認して 

ください。 

（受験票は、申請された免除・特別選考の可否に関する通知を兼ねています） 

→ カラープリンターで印刷する。（→当日受験会場へ持参） 

【パスワード】 【利用者ＩＤ】 

★返信メールに記載されている【受付番号】もメモ欄に控えておいてください 

 

 

控える 

メモ★ 【受付番号１】： 

 

メモ★ 【受付番号２】： 

 

★申請に進む前に、[個人写真の画像ファイル]をご準備ください 

 

 

控える 

（ → 目次に戻る ） 

昨年の利用者IDを
使う方はここから 

（ → 目次に戻る ） 

5/20 19:00〆 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/gakushin/jouhou.html
mailto:k-saiyou@pref.fukui.lg.jp


- 25 - 

 

４ 書類の提出 

（１）提出方法 

【郵送で書類を提出するもの】 

●それぞれの選考区分の提出書類の説明で「郵送」と記載されている書類を、角２号（240ｍｍ×331ｍｍ）の封筒を

使い、 簡易書留 で郵送してください。持参による出願は受け付けません。 

特に、５月１８日(月)から２２日(金)までの間の郵送については、 簡易書留速達 としてください。 

●「提出書類郵送用封筒貼付票」を福井県教育庁教職員課ホームページ（下記ＵＲＬ）よりダウンロードし、カラー

印刷した用紙を切り取り、必要事項を記入したものを封筒に貼り付けてください。 

 福井県教育庁教職員課ホームページ（ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/gakushin/jouhou.html ） 

【メールでデータを提出するもの】 

●それぞれの選考区分の提出書類の説明で「データ」と記載されているもの を下記メールアドレス宛てに送付して

ください。※「個人写真」と同様に、各ファイル名の頭に「氏名＋生年月日」をつける。 

【 送付先メールアドレス：k-saiyou@pref.fukui.lg.jp 】 

（２）提出期間および提出先 
 

 

 

 

 

５ 受験票 
令和８年６月下旬に「【電子申請】通知書発行のお知らせ」という電子メールにて発送しますので、ダウンロード後、

各自でカラー印刷し、規定の大きさに切り取って、受験会場に持参してください。なお、令和８年６月２２日（月）の

時点で「【電子申請】通知書発行のお知らせ」という電子メールが届かない場合、福井県教育庁教職員課（0776-20-0565）

までお問合せください。 

★第１次選考免除希望者・特別選考志願者への審査結果の通知について 

提出された書類等により、「第１次選考免除対象者」および「特別選考対象者」を決定します。その結果は、送付   

する「受験票」にて通知します。下記の【受験票の例】を参考に、届いた「受験票」に記載されている内容を必ず確認

してください。内容について質問がある場合は、福井県教育庁教職員課（0776-20-0565）までお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜注意事項＞ 

・「第１次選考免除対象者」にならなかった場合でも、第１次選考を受験することができます。 

・「障がい者特別選考対象者」にならなかった場合でも、１一般選考 で第１次選考から受験することができます。 

（提出期間） 

令和８年５月１日（金）から５月２２日（金）（※５月２２日（金）の当日消印有効） 

（提出先） 

〒910-8580 福井市大手３丁目１７番１号 福井県教育庁教職員課 教員採用選考試験係 

【受験票の例】 

（ → 目次に戻る ） 

選考区分 

免除区分 

受験会場 

（免除について）           （特別選考について） 

（ → 目次に戻る ） 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/gakushin/jouhou.html
mailto:k-saiyou@pref.fukui.lg.jp
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Ⅵ 選考試験  

１ 一般選考  

（１）第１次選考 
ア 試験内容等 

● 一般・教職（一般教養および教職専門の試験）   ← ただし、「第１次選考一部免除対象者」は受験不要 

● 教科等専門（受験する校種・教科等の専門試験） 

・ 筆記試験は、すべての校種・教科等で実施します。併願をする場合は、第１希望、第２希望ともに筆記試験

を受験する必要があります。 

・「中高社会」の希望者は、各分野（地理・日本史・世界史・公民（倫理・政治経済））にわたる共通問題のほか

に、地理・日本史・世界史・公民（倫理・政治経済）のうちから１分野を選択するものとします。 

・「中高音楽」、「中高美術」、「高校書道」、「中高保体」、「中高家庭」、「中高英語」においては、実技試験等を実

施します。実技試験等の主な内容は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 試験期日および会場等  ※今年度は「高校情報」はチャレンジ第１次選考のみ実施します。  

 期   日 内   容 会   場 

福

井

会

場 

６月２７日（土） 
一般・教職、小学校、中学技術、 
高等学校（農・工・水・商・情・書）、 
養護教諭、栄養教諭 

福井県立羽水高等学校 

(福井市羽水1丁目302) 

★「中高音楽」実技のみ 

福井市木田小学校 
(福井市木田1丁目1360) 

６月２８日（日） 
中高一括、特別支援学校 
※中高一括（音・美・体・家）実技 
中高一括（英）英語による口頭試問 

東

京

会

場 

６月２７日（土） 
一般・教職、小学校、中学技術、 
高等学校（農・工・水・商・情） 

（公益財団法人）都道府県センター 
  (東京都千代田区平河町2-6-3) 

６月２８日（日） 
中高一括（国・社・数・理 のみ）、 
特別支援学校 

※実技試験等の日程の詳細については、試験当日にお知らせします。 

東京会場では、中高一括（英・音・美・体・家）、高校書道、養護教諭、栄養教諭の試験は実施しません。 

★「中高音楽」実技については、筆記試験後に羽水高等学校から木田小学校まで移動します。（徒歩約20分） 

対  象 実 技 試 験 等 の 主 な 内 容 

「中高音楽」 

（１）弾き歌い  
   次の中から、当日指定された２曲を自らのピアノ伴奏で主旋律を歌う。 

・「荒城の月」 （土井晩翠作詞・滝廉太郎作曲） 
・「早春賦」  （吉丸一昌作詞・中田章作曲） 
・「夏の思い出」（江間章子作詞・中田喜直作曲） 
・「浜辺の歌」 （林古溪作詞・成田為三作曲）   

伴奏は教科書によることを原則とする。ただし、移調は可とする。 
「荒城の月」については、飯沼信義伴奏編曲のものとする。 
「早春賦」については、中田喜直伴奏編曲のものでもよい。 

（２）初見演奏 
当日提示された楽譜（主旋律にコードネームが付いた楽譜）を見て、主旋律に  

即興的な伴奏をつけて演奏する。ただしコードネームは、メジャーコードと    
マイナーコード（セブンスコードを含む）とする。 

（３）自由演奏 
   各自の選曲により声楽または器楽（和楽器を含む）のいずれかを演奏する。 

なお、伴奏者の同伴を可とする。 

「中高美術」 （１）基礎技能 （２）創造表現 

「高校書道」 （１）漢字仮名交じりの書（実用書を含む）（２）漢字の書（３）仮名の書 

「中高保体」 （１）基礎体力テスト （２）器械運動 （３）武道・ダンス （４）球技 

「中高家庭」 （１）食物 （２）被服 

「中高英語」 英語による口頭試問 

（ → 目次に戻る ） 

（ → 目次に戻る ） 

https://www.tkai.jp/
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ウ 試験日の日程 

 

【福井会場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第１次選考一部免除者の受付について 

＊小学校、高校（農・工・水・商）、養護教諭、栄養教諭     → １日目  ９：５０～ 

＊中学技術・高校書道                     → １日目 １２：３０～ 

＊特別支援学校のみ                      → ２日目 １０：２５～ 

＊それ以外の教科等専門                    → ２日目  ８：４０～ 

※２日目中高一括の実技・英語口頭試問の終了時刻は受験者により異なります。 

※昼食は空き時間に適宜とってください。 

 

【東京会場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第１次選考一部免除者の受付について 

＊小学校、高校（農・工・水・商）         → １日目  ９：５０～ 

＊中学技術のみ                  → １日目 １２：３０～ 

＊特別支援学校のみ                → ２日目 １０：２５～ 

＊それ以外の教科等専門              → ２日目  ８：４０～ 

※昼食は空き時間に適宜とってください。 

※東京会場では、中高一括（英・音・美・体・家）、高校書道、養護教諭、栄養教諭の試験は実施しません。 

（ → 目次に戻る ） 

（ → 目次に戻る ） 
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（２）第２次選考 
１次選考の合格者に、選考結果通知とあわせて、集合時刻・日程等を連絡します。（７月下旬を予定） 

ア 試験内容等 

（ア） 適性検査 （イ） 小論文 （ウ）個人面接 

イ 試験期日および会場等 

期   日 内    容 会    場 

令和８年７月３１日（金） 
小論文（６０分） 

※第２次選考受験者全員が対象 福井県立羽水高等学校 

(福井市羽水1丁目302) 令和８年７月３１日（金） 

８月 ３日（月）～７日（金） 

個人面接 

（６日間のうち指定した１日） 

※適性検査は第１次選考合格者（第１次選考全部免除者含む）を対象にオンラインで実施します。（７月下旬） 

２ 特別選考  

（１）３ 盲学校（高等部）保健理療科担当教員特別選考 
ア 試験内容等 

（ア） 適性検査  （イ）教科等専門  （ウ） 個人面接 

イ 試験期日および会場等（７月下旬に日程等詳細を連絡します。） 

● 期日・・・令和８年７月３１日（金）   ● 会場・・・福井県立羽水高等学校 

（２）４ 障がい者特別選考 
ア 試験内容等 

イ 試験期日および会場等 

ウ 試験日の日程 

（３）５ Ｒ９大学院特別選考 

ア 試験内容等 

（ア） 適性検査 

（イ） 個人面接 

（ウ） レポート  

 

イ 試験期日および会場（７月下旬に日程等詳細を連絡します。） 

● 期日・・・令和８年７月３１日（金）   ● 会場・・・福井県立羽水高等学校 

※適性検査は７月下旬にオンラインで実施します。 

（４）６ 教育エキスパート特別選考 
 試験内容および試験期日等（詳細については７月下旬に通知します。） 

分野 試 験 内 容 お よ び 試 験 期 日 会 場 

(a)専門教育 
（ア）適性検査 
（イ）教科等専門・・・令和８年６月２７日（土）または２８日（日） 
（ウ）個人面接 ・・・令和８年７月３１日（金） 

福井県立 

羽水高等学校 

(福井市羽水 

1丁目 302) 

(b)英語教育 
（ア）適性検査   （イ）英語による作文 

（ウ）個人面接   （エ）英語による面接 

令和８年７月３１日

（金） 

(c)芸術教育 
（ア）適性検査   （イ）小論文 

（ウ）個人面接 

(d)スポーツ教育 

【従来枠】 

（ア）適性検査   （イ）小論文 
（ウ）個人面接 

(e)スポーツ教育 

【地域連携枠】 
（ア）適性検査   （イ）個人面接 

※適性検査は７月下旬にオンラインで実施します。 

３ チャレンジ第１次選考  ・・・試験内容等は「１  一般選考」（Ｐ２６～２８）と同じです。 

試験は、Ｐ２６～２８の「１ 一般選考」と同内容で実施します。 

受験上の配慮が必要な場合は、申請時に申し出てください。 

 内容…「大学院で学んだことをどのように学校で生かしていくか」 

 様式…４００字詰め原稿用紙３枚（１２００字）程度 

または、Ａ４判用紙横書き（４０字×３０行）１枚程度 

 提出期限…令和８年７月９日（木）１７時１５分 必着 

 提出先…福井県教育庁教職員課 

（郵送（簡易書留）または教職員課へ持参） 

（ → 目次に戻る ） 

※適性検査は７月下旬にオンラインで実施します。 
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Ⅶ 試験日の携行品等  

 

・教育公務員採用志願者にふさわしい身なりで受験してください。（上着、ネクタイの着用は不要） 

・試験会場においては、ＩＣレコーダー、デジタルカメラ、スマートフォン、ウェアラブル端末、携帯電話など、        

録音・録画・通信・通話のできる機器の使用を禁止します。 

・下記の携行品に追加が生じた場合は、随時ＨＰ上にて掲載しますので、各自で確認してください。 

 

１ 第 1 次選考 

対  象 携   行   品 

全員 ・受験票 ・筆記用具 ・上履きおよび下足入れ袋（福井会場のみ）※東京会場は不要 

「中学技術」 ・直定規 

「中高音楽」 

・自由演奏で使用する楽器（ピアノを除く。原則、受験者のみで移動・設置可能な楽器と   
する。原則によらない楽器については、事前に問い合わせ、許可を得ること。） 

・自由演奏で使用する楽譜（自分用以外に提出用３部。コピー可。声楽および器楽の受験者 
ともに提出すること。提出した楽譜は返却しません。） 

「中高美術」 
・デッサンに必要な道具（鉛筆、消しゴム等）  
・粘土による造形表現に必要な道具（基本的な形状の粘土べら、搔き出しべら、切り糸に   
ついては会場が準備する。） 

「高校書道」 
・筆（大筆、小筆）     ・硯    ・下敷  
・墨（固形墨または墨汁）  ・文鎮   ・水差し   
・実技用着替え（必要な方のみ） 

「中高保体」 
・トレーニングウェア ・シューズ（内） ・タオル   
※熱中症予防対策のため、各自で水分を多めに準備しておくこと。 

「中高家庭」 
・調理実習の身支度として必要なもの  
・裁縫道具（はさみ〈布裁断用、糸切り用〉、縫い針〈長、短〉、縫い糸〈色つき〉、まち針、 
チャコペンシル、しつけ糸）、30ｃｍ定規 

「高校商業」 ・電卓（計算機能のみのものに限る）または、そろばん 

「高校工業」 
・関数電卓（計算機能のみのものに限る）  ・直定規 
※関数電卓で計算機能以外の機能がついているものは使用を認めない場合があります。 

 

２ 第２次選考 
対  象 携   行   品 

全員 ・ 受験票   ・筆記用具   ・上履きおよび下足入れ袋 

  

（ → 目次に戻る ） 
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Ⅷ 選考基準  

１ 一般選考 

（１）第１次選考 

選考内容 選考基準 

一般・教職 １００点 
・「一般・教職」が基準点に達した者に対して、「教科等専門」

に「教育職員免許状複数所有による加点」、「司書教諭資格 

による加点」、「外国語資格による加点」、「情報関連資格  

による加点」、「日本語指導関連資格による加点」、    

「調理・栄養系資格による加点」を加えた点数順に選考する。 

・第１希望、第２希望のそれぞれについて合否を判定する。 

教科等専門 

（一部校種・教科には実技を含む） 
２００点 

 

（２）第２次選考 

選考内容 選考基準 

個人面接 ２５０点 

・校種・教科別に「個人面接・小論文の結果」に「教育職員   

免許状複数所有による加点」、「司書教諭資格による加点」、

「外国語資格による加点」、「情報関連資格による加点」、 

「日本語指導関連資格による加点」、「調理・栄養系資格に 

よる加点」を加えた点数順に選考する。ただし、個人面接が

基準に達していない場合には、不合格とする。 

・第１希望、第２希望ともに合格基準にある場合は、第１希望

での合格とする。 

小論文  ５０点 

 

２ チャレンジ第１次選考 

選考内容 選考基準 

一般・教職 １００点 ・「一般・教職」が基準点に達した者に対して、「教科等専門」

の点数順に選考する。 

・第１希望、第２希望のそれぞれについて合否を判定する。 

★「一般選考」の第１次選考とは、別に選考を行います。 教科等専門 

（一部校種・教科には実技を含む） 
２００点 

  

（ → 目次に戻る ） 

※基準点については公表しておりません。 

※基準点については公表しておりません。 
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Ⅸ 選考結果の発表  
 

１ 第１次選考の結果 

    

選考結果は令和８年７月２１日（火）前後に第１次選考受験者全員に郵送にて通知するとともに、合格者の受験番号を

福井県のホームページに掲載します。ただし、ホームページはあくまでも参考としてください。（通知前の問い合わせ 

には応じません。）なお、合格者には第２次選考の日程等の案内を同封します。（７月２３日（木）を過ぎても届かない場合

は、教職員課0776-20-0565まで問い合わせてください。） 

 

２ 第２次選考の結果 

   

選考結果は令和８年９月末頃に第２次選考受験者全員に郵送にて通知するとともに、採用内定者の受験番号を   

福井県のホームページに掲載します。ただし、ホームページはあくまでも参考としてください。 

（通知前の問い合わせには応じません。） 

 

３ 選考結果の開示請求 

 

（１）選考結果については、選考の結果発表の日から第１次選考、第２次選考それぞれにつき、１か月間に限り口頭で

開示を請求することができます。請求者本人（代理人は認めません。）が、本人確認のできる書類（運転免許証

等）を持参のうえ、８時３０分から１２時または１３時から１７時１５分の間に、教職員課へ直接お越し    

ください。（ただし、第２次選考期間中および土曜日、日曜日、祝日は受付しておりません。） 

（２）開示する情報は以下の各点数です。 

第１次選考・・・一般・教職、教科等専門の各点数 

第２次選考・・・面接、小論文の各点数 

（３）第１次選考および第２次選考の不合格者には、全員に以下の選考結果を通知します。 

（ア） ランク   Ａ（不合格者の上位）、Ｂ（不合格者の中位）、Ｃ（不合格者の下位） 

（イ） 点数    第１次選考・・・一般・教職、教科等専門の各点数 

第２次選考・・・面接、小論文の各点数 

※開示請求によって、通知文書以上の情報提供がなされることはありません。なお、通知文書は次年度以降、第１次選考免除を 

申請する際に必要になりますので、大切に保管してください。 

※教育エキスパート特別選考の選考結果については、ランクはつきません。 

 

 

Ⅹ 試験問題、解答例、配点の公表  
 

１ 試験問題は当日持ち帰りが可能です。 

２ 解答例および配点は、採点終了後、福井県のホームページに１か月間掲載します。 

福井県教育庁教職員課ホームページ（ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/gakushin/jouhou.html ） 

  

（ → 目次に戻る ） 

（ → 目次に戻る ） 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/gakushin/jouhou.html
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Ⅺ その他  

 

１ 以下の①～⑥に該当する場合は採用内定を取り消すことがあります。③、④の場合、採用後であっても処分の対象

となる場合があります。 

 

① 採用内定を得た校種・教科等の教育職員免許状が取得できなかった場合 

② 受験資格の要件が満たされない場合 

③ 教員としての適格性を欠く事実が明らかになった場合 

④ 採用者の経歴等に係る自己申告の内容に疑義が生じ、提出書類への虚偽記載や記載内容の秘匿があった場合 

⑤ 令和８年１２月２５日に施行予定のこども性暴力防止法第２条第８項に規定する特定性犯罪事実該当者である

ことが明らかとなった場合 

⑥ 福井県教育委員会から対応を指示された令和８年１２月２５日に施行予定のこども性暴力防止法に基づく犯罪

事実確認に必要な手続き等に対応しない場合 

 

２ 身体に障がい等があり、試験会場において特に配慮を必要とする者は、出願時にその旨を文書（様式自由）で申し

出てください。（障がい者特別選考申請書を提出した者は重ねて提出する必要はありません。） 

３ 日本国籍を有しない者を採用する場合は、任用の期限を付さない常勤講師とします。 

４ 受理した提出書類等は返却しません。出願の際、入力・記載された個人情報は、令和９年度福井県公立学校教員  

採用選考試験、当該選考試験実施に関連する照会・連絡および採用手続き以外の目的には使用せず、特定の個人が

識別される情報として公表することはありません。 

５ 出願後に改姓した場合または連絡先の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに文書（様式自由）で申し出て  

ください。 

６ 例年、提出書類については不備のあるものが見受けられます。必ず確認をしてください。 

７ 自然災害等による試験日時の変更等に関するお知らせについては、随時ホームページに掲載しますので、確認して

ください。 

８ 電子申請の時に入力した内容について、審査終了後に誤りが判明した場合は、すみやかに教職員課に連絡して  

ください。 

 

 

こども性暴力防止法に定める「特定性犯罪」について 

 令和６年６月１９日に成立、同月２６日に公布され、令和８年１２月２５日に施行を予定されている

「こども性暴力防止法」に定められた「特定性犯罪」とは、不同意わいせつ・不同意性交等・児童買春・

児童ポルノ所持・痴漢・盗撮・未成年淫行などです。 

詳しくは、こども家庭庁の「こども性暴力防止法（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児

童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律）」のページで確認してください。 

 

   こども家庭庁ホームページ  

（https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou） 

   

 

  

  

（ → 目次に戻る ） 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
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 Ｑ＆Ａ  

Ｑ１：異校種への人事異動はありますか。 

Ａ１：教員の指導力の向上を目的として、採用後の早い段階で異校種への人事交流を実施します。 

Ｑ２：小中高すべての免許状を所有していないと選考において不利になりますか。 

Ａ２：所有免許状の数によって、選考における有利不利はありません。ただし、一般選考受験者に限り、「教育職員   

免許状複数所有者」および「司書教諭資格所有者」に対する加点制度（Ｐ５）があります。 

Ｑ３：採用内定者は全員採用されるのですか。 

Ａ３：採用内定者は、原則として、毎年４月１日付けで全員採用しています。 

Ｑ４：過去の採用試験問題がほしい時は、どうすればいいですか。 

Ａ４：福井県庁１階 県政情報センターで過去３年分の試験問題を公開しています。必要な方はそちらで手続きを行い、

入手してください。 

Ｑ５：勤務条件はどのようになっていますか。 

Ａ５：勤務時間は週３８時間４５分で、土曜日、日曜日、祝日、年末年始が休日です。休暇制度については、年次休暇

２０日（採用初年度は１５日）、病気休暇、特別休暇（夏季休暇、結婚休暇等）、介護休暇等があります。 

現在、県を挙げて業務改善に取り組んでおり、学校現場の「働き方改革」が進んでいます。 

Ｑ６：採用時の給料はどのくらいですか。 

Ａ６：令和８年４月１日現在、四年制大学新卒者の給料月額は、小・中学校、県立学校ともに278,670円（教職調整額５％※、

義務教育等教員特別手当、地域手当含）です。また、通勤手当、扶養手当、住居手当等、それぞれの条件に応じて  

支給される手当があります。さらに高校農業、工業教諭については、産業教育手当月額１９，０００円が支給されます。

※教職調整額は令和１２年度までに１０％まで上がります。 

Ｑ７：福利厚生はどうなっていますか。 

Ａ７：採用と同時に公立学校共済組合員となり、以下のような給付や厚生事業を受けることができます。 

＊主な給付：療養の給付、疾病手当金のほか、出産に関する給付等の短期給付と、年金等の長期給付があります。 

＊厚生事業：健康診断、人間ドック、各種がん検診、メンタルヘルス相談事業、健康教室などがあります。 

Ｑ８：中学校・高等学校の一方の教員免許状しか所有していない場合、「中高一括」の各教科で受験することはでき   

ますか。 

Ａ８：受験できます。ただし、所有していない免許状の校種へ配属されることはありません。 

 

■ 過去３年間の採用試験の状況 

 

 

 

 

 

 

  

（ → 目次に戻る ） 

（ → 目次に戻る ） 
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【地域連携スポーツ教員（特別選考スポーツ教育分野【地域連携枠】採用教員）の 

職務および給与】 

１ 職務 

県立高校の保健体育の教員として、保健体育の授業、学校運営や生徒指導などの校務分掌にも従事するが、 

主たる職務は、専門の競技で地域と高校をつなぐスポーツ指導（高校の部活動、ジュニアクラブ等での小・中  

学生の選手の発掘・育成・強化）に従事する。 

 ※勤務曜日、勤務時間帯、担当する授業コマ数、校務分掌の内容などは配属校で決定する。 

 

＜配属先＞ 

体操競技          鯖江高等学校（鯖江市）  

ウエイトリフティング競技  若狭東高等学校（小浜市） 

※原則として、他の高等学校への異動はなく、定年退職まで同一校での勤務となります。 

 

２ 勤務条件 

勤務時間は週３８時間４５分で、休日はジュニアクラブ等で指導する曜日を踏まえて決定されます。ただし、

祝日、年末年始は一般の教員と同様に休日となります。 

休暇制度については、一般の教員と同様で、年次休暇、病気休暇、特別休暇（夏季休暇、結婚休暇等）、介護

休暇等があります。 

また、超過勤務や部活動手当などの扱いについても、一般の教諭と同様の取扱いとなり、勤務日以外に部活動

の指導を行った場合は、部活動手当の支給対象となります。ただし、ジュニアクラブ等での指導は、部活動手当

の対象とはなりません。 

※ジュニアクラブ等での指導も職務の範囲となり、勤務曜日の指導に対する対価として報酬を得ることは認め

られません。なお、地方公務員であることから、兼職兼業が禁止されており、勤務曜日以外に指導を行って

報酬を得る場合には、兼職兼業の許可が必要となります。 

 

３ 給与（令和８年４月１日現在） 

初任給は一般の新採用教諭と同様の扱いとなり、昇給や福利厚生なども一般の教諭と同様ですが、管理職への

登用はないので、注意してください。なお、初任給は社会人の経験年数も加味して算定されます。 

＜参考＞ 

四年制大学新卒者の給料月額は、小・中学校、県立学校ともに278,670円（教職調整額５％※、義務教育

等教員特別手当、地域手当含）です。また、通勤手当、扶養手当、住居手当等、それぞれの条件に応じて   

支給される手当があります。）※教職調整額は令和１２年度までに１０％まで上がります。 

 

（ → 目次に戻る ） 
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※「提出書類郵送用封筒貼付票」について（Ｐ２５）  

福井県教育庁教職員課ホームページ 

 

 

 

 

 

 

上記二次元コードよりダウンロードし、  

カラー印刷した用紙を切り取り、必要事項を 

記入したものを角２号封筒（240ｍｍ×331ｍｍ）

に貼り付けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例 ：選考区分P２ 免除区分P9参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

福井県教育庁教職員課 任用・給与グループ   

所 在 地：〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号（福井県庁11階） 

電話番号：0776-20-0565（直通）      

電子メール：k-saiyou@pref.fukui.lg.jp 

（ → 目次に戻る ） 
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